
東京都入札参加資格（物品･委託）申請代行
のご案内

〒112-0002
東京都文京区小石川 1 - 3 - 23　ル･ビジュー 601

行政書士法人 スマートサイド

＜ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからのみ、承っています＞
https://www.toukyouto-nyuusatsu.jp/
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東京都の入札に参加するには？
東京都の入札に参加するには、東京都の入札参加資格を持っていなければなりません。東京都の
入札参加資格を持つには、入札参加資格の申請をしたうえで、東京都から承認を得なければなりません。

今すぐ東京都の入札に参加したい…？
どんなに急いで入札に参加したくても、入札参加資格を取得しなければ、東京都の入札に参加することはできません。
資格を取得して、入札に参加できるようになるには、おおよそ１か月から２か月程度の期間が必要になります。

「誰でも簡単に取得できる ...」というのは大間違い
東京都のホームページにある手引きを見て、途方に暮れてしまった方も多いのではないでしょうか？素人の方が、自力で、
東京都の入札参加資格を短期間で不備なく取得するのは、非常に難しいと言えます。

有効期間は最大でも２年間？
東京都の入札資格の有効期間は最大で２年です。２年度ごとに更新手続きが必要なため、早く資格を取得した方が、より長
く資格を維持できるようになっています。

電子証明書の取得・パソコンの環境設定が必要
都庁に書類を提出すれば、入札資格を取得できると勘違いしていませんか？東京都の入札資格を取得するには「電子証明書の
購入・パソコンの設定」から始めなければなりません。電子申請をするための事前準備が必要になります。
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東京都入札参加資格（物品・委託）の概要
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事前に電子証明書とＩＣカードリーダ
を御社の備品として購入する必要があ
ります。

電子証明書を使用するための暗証番号
（PIN）が本人受取限定郵便で、代表者
あてに郵送されます。

購入した電子証明書を利用するためのソ
フトのインストールが必要です。東京都
電子調達システムを利用するための環境
設定が必要です。

電子証明書を使用して東京都電子調達シ
ステムに自社情報を登録する必要があり
ます。

東京都電子調達システムを利用して、
申請営業種目、売上高、過去の契約実
績、従業員の人数などを電子申請しま
す。

電子申請が終わった後に、都庁財務局
経理部あてに登記簿謄本などの書類を
郵送します。

申請に不備がなければ、承認通知のメ
ールが届きます。否承認となった場合
には、補正・訂正が必要です。

全て行政書士法人スマートサイドが御社に代わって行います。

事前準備 申請手続

電子証明書＋
ICカードリーダの購入

PIN（暗証番号の受領）

STEP 1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP 1

STEP2

STEP3

STEP4

パソコンの設定

電子証明書の登録
資格適用・有資格者
名簿への登録

承認通知が届いた翌月、もしくは翌々
月から入札資格の有資格者名簿に登録
され、東京都の入札に参加することが
できるようになります。

承認・否承認の通知

書類郵送

電子申請

東京都入札参加資格（物品・委託など）を取得するための手続きの流れ
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＜メリット 1＞
電子証明書は、申込書類を作成の上、電子入札コアシステム対応
の民間認証局から購入しなければなりません。購入申込書の作成、
申込、受領までの一切を弊所にて代行することができます。

＜メリット 2＞
電子入札に必要なパソコンの環境設定、動作確認のすべてを御社
まで伺って行います。パソコンの操作が苦手な人でも、操作マニ
ュアルを読み込むことなく、電子入札に必要なパソコン環境を手
に入れることができます。

＜メリット 3＞
申請に必要な事項の入力、送信、必要書類の郵送は、すべて弊所
で行います。御社は、弊所からメールする簡単なヒアリングにご
回答いただくだけです。手引きの細かい部分の読み込みや、申請
のための一切の作業は、不要になります。

＜メリット 4＞
申請後の「承認・否承認」の通知の確認、資格適用までのスケジ
ュール確認のすべてを、弊所で行います。御社は資格が適用され
るまで、何もすることなく、結果通知書が発行されるのを待つだ
けです。

御社に代わって、電子証明書
の購入申込および受取代行を
行います！！

御社に伺って、申請ソフトの
インストール、パソコン設定
を行います！！

御社に代わって、電子申請お
よび必要書類の郵送を行いま
す！！

申請後の承認通知から資格適
用までのスケジュール管理を
行います！！

ご面倒
なことはすべておまかせください

行政書士法人スマートサイドにご依頼いただくメリット
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事前相談料（要予約）　 11,000円
※相談日前日までに、指定の口座にお振込み頂きます。

電子証明書＋ＩＣカードリーダの代行取得　　　55,000円
※別途、履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得費用をご請求させて頂きます。

パソコンの訪問設定（都内のみ）　　　33,000円
※都外の場合、別途、出張料をご請求させて頂きます。

東京都への入札参加資格申請の代行

・申請営業種目が１～４業種の場合

・申請営業種目が５～７業種の場合

・申請営業種目が8～10業種の場合

1 1 0,000 円
143,000 円   

176,000 円

※申請営業種目は、合計で10個まで選択することができます。

＜注意事項＞
・事前相談は予約制になっています。
・法定必要書類については、別途、１通あたり2,200円の取得費用が
必要です。

・正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。請求書発行後、
５営業日以内に指定の口座にお振込みください。

・電子証明書とＩＣカードリーダの本体価格（約５万円）は含まれてお
りません。

・電子証明書とＩＣカードリーダの本体価格は、別途、購入元の認証局
から発行される請求書に従い、御社から直接、購入元にお支払い頂く
ことになります。

料金表
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東京都入札参加資格申請（物品･委託）
に特化した書籍を出版しました。

入札資格申請の専門家として業
界紙に記事が掲載されました。

東京都入札参加資格申請について行政
書士向け研修会の講師を務めました。

・イベント企画会社
・広告会社
・精密機械販売会社
・清掃会社
・衣料品製造会社

・警備会社
・ＩＴ会社
・玩具販売会社
・建築資材販売会社
・書籍、絵画の販売会社

などの代行申請実績多数

実績・特徴
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行政書士法人スマートサイドは、東京都入札参加資格申請の専門家として、
今までたくさんの会社の申請代行を行ってきました。過去には、資格取得の半年後に９億円の案件を
落札した会社もいらっしゃいます。

また、東京都だけでなく、全省庁統一資格、神奈川県、埼玉県の入札参加資格を代行申請することも可能です。

皆さんの目標はあくまでも『案件落札による売上高アップ』にあるはずです。そうであるならば、
その前段階である入札参加資格の取得に、時間と労力をかけている場合ではありませんね。

　　入札に参加するための資格の取得方法がわからない
　　入札参加資格を取得するのに時間がかかってしまった
ヘルプデスクに何度も電話して聞いたけど、いまいち良く理解できない
手引きやマニュアルを読んだけど、結局、入札資格を取得できなかった

というのでは、同業や競合他社に大きな遅れを取ってしまいます。そんな時こそ、行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。行政書士法人
スマートサイドでは、電子証明書の取得、パソコンの設定、電子申請、必要書類の郵送のすべてを御社に代わって行うことができます。
手続きに関する煩わしさ、ストレスを避けたいのであれば、東京都入札参加資格の取得を、行政書士法人スマートサイドに依頼してみませんか？

行政書士法人スマートサイドでは「電話によるお問合せ、手続きに関する質問など」は、一切承っておりません。質問・相談については、別途、
事前予約制の有料相談をご案内しております。また、弊所へのご依頼は、ホームページ上の問い合わせフォームからお願いいたします。

最後に
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